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３
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
な

デ
ー
タ
は
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
調
査
は
瀧
澤
利
行
（
本
セ
ン
タ
ー
専

門
員
、
茨
城
大
学
教
授
）
と
池
田
明
彦

（
本
セ
ン
タ
ー
主
任
）
お
よ
び
筆
者
か
ら

な
る
調
査
チ
ー
ム
が
、
東
京
都
生
活
文
化

局
と
協
議
し
な
が
ら
調
査
票
を
設
計
し
、

２
０
１
０
年
９
月
か
ら
約
１
カ
月
間
、
郵

送
法
で
実
施
し
た
。
本
調
査
は
都
内
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
の
悉し
っ
か
い皆

調
査
で
あ
り
、
対
象
は
都

認
証
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
６
５
４
４
団
体
の
す
べ

て
と
、
都
内
に
事
務
所
を
も
つ
内
閣
府
認

証
の
全
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
１
８
３
３
団
体
の
計

８
３
７
７
団
体
で
あ
る
。
有
効
回
答
は

１
１
６
９
団
体
（
都
認
証
９
７
５
団
体
、

内
閣
府
認
証
１
９
４
団
体
）、
有
効
回
答

率
14
・
０
％
で
あ
っ
た
。
郵
送
調
査
ゆ
え

の
回
答
率
の
低
さ
は
調
査
結
果
の
妥
当
性

を
限
界
づ
け
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら

は
一
定
の
傾
向
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
同

東
京
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
現
状
と
課
題
（
前
編
）

　
―
「
東
京
都
内
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
関
す
る
基
礎
調
査
」
か
ら
―

渡
戸
一
郎
（
東
京
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
長
、
明
星
大
学
教
授
）

積
を
み
せ
る
大
都
市
・
東
京
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
は
、
ど
の
よ
う
な
現
状
に
あ
り
、
い
か

な
る
運
営
上
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
東
京
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動

セ
ン
タ
ー
は
２
０
１
０
年
度
事
業
の
ひ
と

つ
と
し
て
、「
東
京
都
内
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に

関
す
る
基
礎
調
査
」
を
行
っ
た
。
以
下
で

は
、
本
調
査
の
結
果
と
そ
こ
か
ら
見
え
て

き
た
こ
と
を
報
告
す
る
。
な
お
、
同
名
の

報
告
書
が
本
セ
ン
タ
ー
か
ら
２
０
１
１
年

１
９
９
５
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
98
年
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
が
制
定
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
以
降
、
社
会
の
様
々
な
課
題
に
取
り
組
む
市
民
活
動
団
体
が
設
立
さ
れ
、
今
日
で
は
全
国
で
4
万
法
人
を
超
え
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
２
０
１
１
年
6
月
に
は
大
幅
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
の
改
正
と
新
し
い
寄
付
税
制
が
盛
り
込
ま
れ
た
税

制
改
正
が
あ
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
新
時
代
に
入
り
ま
し
た
。

一
方
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
「
新
し
い
公
共
」
を
担
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
法
人
と
し
て
の
体
制
整
備
は

必
ず
し
も
十
分
で
は
な
く
、
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。

本
セ
ン
タ
ー
が
昨
年
度
実
施
し
た
標
記
の
調
査
を
２
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
ま
す
。
前
編
で
は
、
回
答
い
た
だ
い

た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
「
概
要
」、「
組
織
体
制
」、「
資
金
・
財
務
」
に
関
す
る
部
分
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
）

制
定
か
ら
10
年
余
が
経
過
し
、
２
０
１
１

年
１
月
末
現
在
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
全
国
で

４
万
団
体
を
超
え
た
。
こ
の
う
ち
、
都
道

府
県
認
証
団
体
総
数
３
８
５
７
７
団
体
の

な
か
で
東
京
都
認
証
団
体
は
17
・
５
％
を

占
め
て
お
り
、
さ
ら
に
東
京
都
の
範
域
を

越
え
て
広
域
的
に
活
動
す
る
内
閣
府
認
証

団
体
も
東
京
に
か
な
り
集
中
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
全
国
の
な
か
で
も
大
き
な
集
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時
に
、
ク
ロ
ス
集
計
に
よ
り
有
意
な
相
関

が
認
め
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
傾
向
も
見
出

さ
れ
た
。な
お
、調
査
票
の
送
付
に
当
た
っ

て
は
、
都
が
保
有
す
る
直
近
の
宛
名
デ
ー

タ
を
用
い
た
が
、
宛
名
不
明
で
返
送
さ
れ

た
も
の
が
多
数
あ
り
（
都
認
証
８
８
０
団

体
、
内
閣
府
認
証
４
８
７
団
体
）、
主
た

る
事
務
所
の
変
更
等
が
あ
っ
て
も
都
へ
届

け
出
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
わ

か
る
。
以
下
、
調
査
結
果
の
概
要
を
述
べ

る
（
Ｎ
Ａ
は
無
回
答
、
Ｄ
Ｋ
は
「
わ
か
ら

な
い
」
を
指
す
）。

１  

回
答
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
概
要

《
団
体
の
設
立
と
法
人
化
の
時
期
》

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
の
施
行
は
１
９
９
８
年
12
月

だ
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
設
立
さ
れ
た
市

民
団
体
が
約
３
分
の
１
存
在
す
る
こ
と

が
わ
か
る
。
一
方
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
は

２
０
０
０
年
代
前
半
ま
で
に
急
増
し
、
そ

れ
以
降
は
漸
減
し
て
い
る
（
図
表
１
）。

《
法
人
設
立
の
目
的
》

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
の
契
機
は
、
①
「
す
で

に
行
っ
て
い
た
社
会
活
動
を
発
展
さ
せ
る

た
め
」
27
・
２
％
、
②
「
社
会
的
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
た
め
」
22
・
９
％
、
③

「
活
動
内
容
に
社
会
的
意
義
を
見
出
し
、

貢
献
す
る
た
め
」
26
・
０
％
の
三
つ
に
分

か
れ
て
い
る
。
①
は
法
人
化
以
前
か
ら
活

動
を
行
っ
て
い
た
ケ
ー
ス
に
ほ
ぼ
重
な
る

が
、
②
は
ニ
ー
ズ
対
応
型
、
③
は
意
義
あ

る
社
会
活
動
の
実
践
型
の
設
立
と
い
え
よ

う
。

《
活
動
分
野
》

最
重
点
分
野
に
着
目
し
て
み
る
と
、
分

野
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
分
散
し
て
い
る

が
、
①
社
会
福
祉
24
・
９
％
が
最
も
多
く
、

次
い
で
②
保
健
・
医
療
９
・
４
％
、③
環
境
・

自
然
・
リ
サ
イ
ク
ル
８
・
６
％
、
④
地
域
・

ま
ち
づ
く
り
７
・
４
％
、
⑤
子
ど
も
の
健

全
育
成
６
・
５
％
、⑥
国
際
協
力
・
交
流
５
・

６
％
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
で
全

体
の
71
・
９
％
を
占
め
て
い
る
。

《
活
動
形
態
》

最
も
力
を
入
れ
て
い
る
活
動
形
態
は
、

①
「
介
護
・
保
育
・
相
談
・
交
流
を
含
む

対
人
サ
ー
ビ
ス
」
37
・
０
％
、
②
「
講
習
・

研
修
の
開
催
、
学
習
機
会
の
提
供
」
25
・

４
％
の
二
つ
を
中
心
に
、
以
下
、
③
「
情

報
提
供
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
連
絡
調

整
」
７
・
２
％
、
④
「
調
査
、
研
究
、
コ

ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
」
６
・
４
％
、⑤
「
環

境
整
備
、
動
植
物
保
全
を
含
む
対
物
サ
ー

ビ
ス
」
４
・
４
％
と
な
っ
て
い
る
。

《
支
援
対
象
》

重
点
支
援
対
象
の
年
齢
層
は
「
成
人
・

勤
労
者
」33
・
７
％
と「
高
齢
者
」27
・
５
％

の
二
つ
の
年
齢
層
で
全
体
の
６
割
を
占
め

て
お
り
、「
乳
幼
児
か
ら
小
学
生
」
16
・

３
％
が
次
い
で
い
る
。
次
に
重
点
支
援
対

象
の
性
別
は
圧
倒
的
多
数
（
87
・
８
％
）

が
「
性
別
不
問
」
で
あ
り
、
次
い
で
「
女

性
」
３
・
４
％
、「
男
性
」
１
・
８
％
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
重
点
支
援
対
象
者
を
具
体
的

に
尋
ね
る
と
、「
一
般
市
民
・
地
域
住
民
」

が
最
も
多
く
39
・
２
％
、「
心
身
障
害
者
」

24
・
８
％
が
次
い
で
い
る
。
以
下
、「
介

1989年 
以前

1990 
～98
年v

1999～ 
2004

年

2005年 
以降

NA 計

団体設立 
時期

14.7 20.8 36.1 26.0 2.4 100.0

NPO法人 
設立時期

0.0 0.7 51.3 44.7 3.3 100.0

図表１　団体の設立時期とNPO法人化の時期
（%）

護
者
」６
・
１
％
、「
育
児
者
」４
・
０
％
、「
そ

の
他
」
３
・
８
％
、「
患
者
・
嗜
癖
・
依
存

症
者
」
２
・
８
％
、「
海
外
の
人
・
難
民
」
２
・

７
％
と
続
い
て
い
る
。

《
主
な
活
動
地
域
》

都
内
を
活
動
範
域
と
す
る
法
人
が
約
半

数
（
51
・
８
％
）
を
占
め
、
そ
の
う
ち
半

数
（
26
・
０
％
）
が
「
都
内
の
単
一
の
区

市
町
村
」
で
活
動
し
て
お
り
、「
都
内
の

複
数
の
区
市
町
村
」
と
「
都
内
」
は
各

12
・
２
％
、
13
・
６
％
で
あ
る
。
一
方
、

「
複
数
の
道
府
県
」
と
「
国
内
全
域
」
は

各
13
・
９
％
、
17
・
５
％
で
合
わ
せ
て
約

３
割
弱
（
31
・
３
％
）
で
あ
り
、以
下
「
国

内
と
海
外
」
10
・
１
％
、「
海
外
」
２
・
９
％

と
な
っ
て
い
る
（
図
表
２
）。

こ
れ
ら
都
の
範
域
を
越
え
て
活
動
し
て

図表2　主な活動地域（エリア）（n=1169）
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い
る
法
人
は
44
・
３
％
に
達
し
、
回
答
団

体
の
16
・
６
％
が
内
閣
府
認
証
法
人
で
あ

る
こ
と
と
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
法
人
化

の
時
期
に
都
内
で
活
動
を
始
め
、そ
の
後
、

都
の
範
域
を
越
え
て
活
動
を
展
開
さ
せ
て

い
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
（
Ｎ
Ａ

３
・
８
％
）。

２  

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
組
織
体
制

《
会
員
制
度
》

大
半
の
法
人
は
会
員
制
度
を
採
っ
て
い

る
（
92
・
０
％
）。
会
員
制
度
が
あ
る
法

人
の
正
会
員
数
を
み
る
と
、「
30
人
以
下
」

が
約
半
数
（
48
・
０
％
）
を
占
め
、
次
い

で
「
１
０
０
人
以
下
」
25
・
７
％
、「
１
０
１

人
以
上
」
18
・
７
％
で
あ
っ
た
（
ち
な
み

に
「
４
０
１
人
以
上
」
は
６
・
０
％
に
留

ま
っ
て
い
る
）。
総
じ
て
小
規
模
の
団
体

が
多
い
。
な
お
、
正
会
員
の
最
大
値
は

18
万
人
で
あ
っ
た
。
一
方
、
賛
助
会
員
数

は
正
会
員
数
よ
り
も
少
な
く
、
Ｎ
Ａ
が
多

か
っ
た
。
ま
た
、
団
体
会
員
数
も
無
回
答

が
多
く
、
団
体
会
員
制
度
を
採
っ
て
い
な

い
法
人
が
多
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

《
会
費
》

会
員
制
度
を
採
っ
て
い
る
場
合
、
個
人

正
会
員
の
会
費
年
額
は
「
５
０
０
０
円
未

満
」
が
最
も
多
く
（
41
・
２
％
）、
以
下

「
１
万
円
未
満
」25
・
１
％
、「
２
万
円
未
満
」

25
・
９
％
で
あ
り
、「
２
万
円
以
上
」
は
７
・

８
％
と
少
な
い
。
団
体
正
会
員
の
会
費
年

額
は
「
２
万
円
以
上
」
46
・
８
％
、「
２
万

円
未
満
」
28
・
５
％
と
、
個
人
正
会
員
よ

り
も
高
く
な
っ
て
い
る
（
両
者
と
も
Ｎ
Ａ

を
除
い
て
集
計
）。

《
役
員
構
成
》

「
代
表
者
が
い
る
」
89
・
７
％
、「
理
事

が
い
る
」
97
・
９
％
と
な
っ
て
お
り
、
代

表
者
が
い
な
い
場
合
で
も
理
事
が
置
か
れ

て
い
る
法
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
代
表
者
の
83
・
９
％
が
無
償
で
あ
り
、

有
償
は
15
・
５
％
に
留
ま
る
（
Ｎ
Ａ
０
・

６
％
）。理
事
の
平
均
人
数
は
８
・
５
人
で
、

そ
の
う
ち
有
給
で
は
０
・
５
人
と
少
な
く
、

無
給
の
場
合
７
・
９
人
と
な
っ
て
い
る（
Ｎ

Ａ
５
・
９
％
）。

《
理
事
会
》

理
事
会
の
開
催
回
数
は
ば
ら
つ
い
て
お

り
、「
月
１
回
程
度
」
21
・
３
％
、「
２
か

月
に
１
回
程
度
」
12
・
２
％
と
回
数
の

多
い
法
人
が
あ
る
一
方
で
、「
年
１
～
２

回
」
の
法
人
も
37
・
９
％
あ
る
（
Ｎ
Ａ
１
・

３
％
）。

《
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
》

事
務
局
の
構
成
は
「
非
常
勤
の
み
」

（
35
・
５
％
）、「
常
勤
と
非
常
勤
の
両
方

い
る
」（
34
・
７
％
）
が
ほ
ぼ
３
分
の
１

ず
つ
と
な
っ
て
お
り
、「
常
勤
職
員
の
み
」

20
・
２
％
、「
両
方
と
も
い
な
い
」
５
・
４
％

で
あ
る
（
Ｎ
Ａ
４
・
２
％
）。
こ
の
こ
と
か

ら
、
常
勤
職
員
が
い
る
法
人
は
５
割
を
超

え
、
非
常
勤
職
員
が
い
る
法
人
は
７
割
を

超
え
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
職
員
総
数

で
は
常
勤
が
４
割
、
非
常
勤
が
６
割
を
占

め
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
数
は
常
勤
で
は

１
人
が
最
も
多
く
（
42
・
２
％
）、
次
い

で
２
人
22
・
６
％
、
３
人
13
・
７
％
、
非

常
勤
で
も
同
様
の
傾
向
が
う
か
が
え
る

（
１
人
33
・
９
％
、
２
人
22
・
２
％
、
３

人
13
・
６
％
）。
な
お
、
経
理
専
門
の
担

当
者
が
い
る
法
人
は
２
割
弱
（
17
・
３
％
）

に
留
ま
る
。
最
も
多
い
の
は
「
他
の
仕
事

も
兼
務
す
る
経
理
担
当
者
が
い
る
」
で
約

７
割
を
占
め
て
い
る
（
68
・
９
％
）。

《
職
員
の
処
遇
》

職
員
の
給
与
・
報
酬
は
、
全
体
で
は
有

給
61
・
４
％
、
無
給
36
・
４
％
で
あ
る
が
、

常
勤
職
員
で
は
78
・
９
％
、
非
常
勤
職
員

で
は
50
・
２
％
が
有
給
と
な
っ
て
い
る（
図

表
３
）。

常
勤
職
員
の
年
収
は
「
１
０
０
～

３
０
０
万
円
未
満
」
が
最
も
多
く
（
57
・

５
％
）、
こ
れ
に
「
１
０
０
万
円
未
満
」

12
・
２
％
を
加
え
る
と
、
全
体
の
約
７

割
が
３
０
０
万
円
未
満
と
い
う
低
い
収

入
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
３
０
０

～
５
０
０
万
円
未
満
」
が
約
４
分
の
１

（
26
・
３
％
）あ
る
が
、「
５
０
０
万
円
以
上
」

は
わ
ず
か
２
・
２
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。

常
勤
有
給
職
員
に
対
す
る
労
働
保
険
・

社
会
保
険
の
適
用
状
況
を
み
る
と
、
労
災

保
険
75
・
５
％
、
雇
用
保
険
73
・
５
％
、

健
康
保
険
67
・
７
％
、
厚
生
年
金
66
・
８
％

で
あ
り
、
本
来
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
労
災
保
険
の
適
用
が
行
わ
れ
て
い
な

い
法
人
が
あ
る
。他
の
保
険
に
つ
い
て
も
、

同
規
模
の
中
小
企
業
に
お
け
る
雇
用
状
況

と
比
較
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
常
勤
職
員

図表3　勤務形態（n=5517）
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の
福
利
厚
生
条
件
が
不
十
分
で
あ
る
現
状

が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
ま
た
、
労
働
安

全
衛
生
法
に
も
と
づ
く
定
期
健
康
診
断
の

実
施
法
人
も
35
・
８
％
に
留
ま
っ
て
お
り
、

未
実
施
法
人
が
44
・
５
％
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
大
き
な
問
題
と
い
え
よ
う
。

《
事
務
所
の
開
設
場
所
》

「
自
法
人
が
賃
貸
契
約
を
結
ん
で
い
る

建
物
」（
42
・
９
％
）
が
最
も
多
く
、
次

い
で
「
代
表
者
の
自
宅
」
16
・
５
％
、「
代

表
者
ま
た
は
理
事
、
会
員
の
職
場
」
16
・

３
％
、「
理
事
ま
た
は
会
員
の
自
宅
」
５
・

８
％
、「
法
人
関
連
企
業
の
建
物
」５
・
８
％

と
な
っ
て
い
る
。「
行
政
・
公
共
施
設
」４
・

６
％
や
「
自
法
人
所
有
の
建
物
」
２
・
８
％

も
あ
っ
た
。

３  

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
資
金
・
財
務

《
主
た
る
収
入
源
》

複
数
回
答
の
結
果
を
み
る
と
、「
会
費
」

が
最
も
多
く
76
・
７
％
、
次
い
で
「
事
業

収
益
」
58
・
４
％
、「
寄
付
」
52
・
４
％
、「
行

政
等
か
ら
の
補
助
金
・
委
託
金
」
36
・

６
％
、
社
協
・
共
同
募
金
を
含
む
「
民
間

助
成
」
20
・
７
％
で
あ
り
、「
融
資
」
を

受
け
て
い
る
法
人
は
２
・
１
％
と
ご
く
わ

ず
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
最
も
大
き

な
比
率
を
占
め
る
も
の
を
尋
ね
る
と
、「
事

業
収
益
」
23
・
１
％
を
筆
頭
に
、「
会
費
」

19
・
２
％
、「
行
政
等
か
ら
の
補
助
金
・

委
託
金
」
15
・
１
％
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、

事
業
収
益
獲
得
に
努
め
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の

姿
勢
が
浮
か
び
上
が
る
（
図
表
４
）。

な
お
、「
最
も
近
い
決
算
終
了
年
度
に

お
い
て
借
金
残
高
が
あ
る
か
」尋
ね
る
と
、

「
あ
る
」
は
24
・
５
％
に
留
ま
っ
た
。
金

額
は
「
50
万
円
未
満
」
が
最
も
多
く
20
・

４
％
、
次
い
で
「
１
０
０
～
２
０
０
万
円

未
満
」
14
・
３
％
、「
50
～
１
０
０
万
円

未
満
」
９
・
６
％
と
な
っ
て
い
る
。

《
年
間
収
支
規
模
》

全
体
を
大
き
く
括
る
と
、
１
０
０
０
万

円
未
満
が
49
・
９
％
、
１
０
０
０
万
円

以
上
が
50
・
１
％
と
二
分
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
細
か
く
み
る
と
、
50
万
円
未
満

１
２
・
０
％
（
０
円
０
・
６
％
を
含
む
）、

２
０
０
万
円
未
満
13
・
８
％
、
６
０
０
万

円
未
満
15
・
３
％
、
１
０
０
０
万
円
未

満
８
・
８
％
、
２
０
０
０
万
円
未
満
15
・

６
％
、
４
０
０
０
万
円
未
満
15
・
５
％
、

１
億
円
未
満
10
・
９
％
、
１
億
円
以
上

８
・
２
％
と
な
っ
て
お
り
、
財
政
規
模
に

大
き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
ち
な
み
に
、
最
少
値
は
０
円
、
最

大
値
は
45
億
２
７
７
４
万
円
、
平
均
は

４
６
５
７
万
円
で
あ
る
。

《
人
件
費
総
額
》

直
近
の
決
算
年
度
の
人
件
費
総
額

を
み
る
と
、「
０
円
」
が
22
・
２
％
で

あ
り
、
こ
れ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ベ
ー

ス
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
以
下
、「
１
０
０
万
円
未
満
」
19
・

５
％
、「
４
０
０
万
円
未
満
」
21
・
０
％
、

「
８
０
０
万
円
未
満
」
12
・
１
％
、

「
２
０
０
０
万
円
未
満
」
11
・
７
％
、

「
４
０
０
０
万
円
未
満
」
６
・
９
％
、「
１
億

円
未
満
」
４
・
６
％
、「
１
億
円
以
上
」
２
・

０
％
と
、
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
（
Ｎ
Ａ
を

図表4　主たる収入源（単数回答）（n=1169）

除
く
）。

《
法
人
の
資
産
》

現
金
86
・
４
％
が
最
も
多
く
、
以
下
、

物
品
19
・
６
％
、
定
期
預
金
13
・
７
％
、

土
地
・
建
物
３
・
３
％
、有
価
証
券
１
・
１
％

な
ど
と
な
っ
て
い
る
（
複
数
回
答
）。

《
監
査
体
制
》

「
内
部
監
査
の
み
」
が
約
３
分
の
２

（
67
・
２
％
）
と
過
半
数
を
占
め
、「
内
部

監
査
と
外
部
監
査
の
両
方
」18
・
８
％
、「
外

部
監
査
の
み
」
６
・
７
％
と
続
い
て
い
る
。

外
部
監
査
は
法
人
運
営
の
透
明
性
を
保
つ

上
で
重
要
だ
が
、
全
体
の
４
分
の
１
の
法

人
し
か
外
部
監
査
を
実
施
で
き
て
い
な
い

（
Ｄ
Ｋ
１
・
４
％
、
Ｎ
Ａ
６
・
０
％
）。

◆
調
査
報
告
書
全
文
は
ボ
ラ
市
民
ウ
ェ
ブ

（http://w
w

w
.tvac.or.jp/new

s/
21587.htm

l

）
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

◆
次
号
で
は
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
活
動
の

課
題
と
今
後
の
方
向
性
」「
調
査
の
要

約
と
考
察
」
を
掲
載
す
る
予
定
で
す
。


